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地域福祉専門分科会 

 

 

 

 

 

 

所管課 健康福祉部　健康福祉政策課

審議事項 地域福祉に関する事項

令和８年度の主な審議事項

・枚方市地域福祉計画（第５期）の進捗状況に関する審議
　社会福祉法第107条に基づき令和７年３月に枚方市地域福祉計画（第５期）を策定しまし
た。令和７年度から令和11年度までの５年間を計画期間とし、計画に位置づけた各施策の取り
組み状況について進捗管理を行い、審議いただきます。
　なお、審議にあたり、「ひらかた高齢者保健福祉計画21」、「枚方市障害者計画」、「枚方
市障害福祉計画」、「枚方市子ども・若者総合計画」等、福祉に関する本市の具体的な計画
や、枚方市社会福祉協議会が策定する「枚方市地域福祉活動計画」とも連携を図ります。

審議スケジュール（予定）
令和８・９年度　１回
令和10年度　　　２回

資料２－２ ≪各専門分科会等の概要≫ 
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社会福祉法人設立認可等専門分科会 

 

 

 

 

 

 

所管課 健康福祉部　福祉指導監査課

審議事項

１．社会福祉法人の設立認可に関する審査並びに業務の停止命令、役員の解職勧告及び解散
　　命令に関する事項
２．養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの事業の廃止命令及び設置の認可の取消しに関
　　する事項

令和８年度の主な審議事項 各審議事項について、案件が発生した時点で随時開催します。

審議スケジュール（予定）

令和８年度　随時

※平成28年度に社会福祉法人の設立認可について審議を行うため１回開催しましたが、平成29
年度から現在に至るまでは、審議する案件が発生しなかったため、改選に伴う委員交代等が
あった際の１回の開催のみ（令和５年７月）となります。
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子ども・子育て専門分科会 

 

 

 

 

 

所管課 子ども未来部　子ども青少年政策課

審議事項 子ども・子育て支援法第72条に規定する事項の審査　等

令和８年度の主な審議事項

　本専門分科会において策定に係るご審議をいただきました「枚方市子ども・若者総合計画」
（令和７年３月策定）に係る主な事業の令和７年度の進捗状況について、ご意見をいただく予
定です。
　また、その他、子ども・若者・子育て支援等に係りご審議いただきたい事項について、案件
が発生した時点で随時開催します。

審議スケジュール（予定） 令和８～１０年度　１～２回程度
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障害福祉専門分科会 

 

 

 

所管課 健康福祉部　福祉事務所　障害企画課

審議事項

イ　身体障害者の福祉に関する事項の調査審議その他障害者の福祉に関する事項の調査審議
ロ　障害者基本法（昭和45年法律第84号）第36条第４項各号に掲げる事務
ハ　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）　
第88条第９項に規定する事務

令和８年度の主な審議事項

・枚方市障害福祉計画（第８期）・枚方市障害児福祉計画（第４期）及び枚方市障害者計画
（第５次）の策定審議

　障害者総合支援法第88条に基づく枚方市障害福祉計画（第７期）及び児童福祉法第33条の20
に基づく枚方市障害児福祉計画（第３期）が、令和８年度末に終了することに伴い、障害福祉
サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項や各年度
における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な
量の見込み及び、障害児支援の提供体制の確保に関する成果目標についてもご審議をいただき
ます。
　また、本計画策定にあたって、障害者基本法第11条第３項に規定する「市町村障害者計画」
として策定される「枚方市障害者計画（第４次）」については、令和３年度から令和８年度の
６か年を計画期間としており、次期計画として令和８年度中に策定します。

審議スケジュール（予定） 令和８年度　４回程度
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障害福祉専門分科会（第一審査部会） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

所管課 健康福祉部　福祉事務所　障害支援課

審議事項

　社会福祉法施行令（昭和33年政令185号）第３条第１項に規定する身体障害者の障害程度の
審査に関する調査審議並びに身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第２項に規定
する医師の指定及び身体障害者福祉法施行令（昭和25年政令第78号）第３条第３項に規定する
医師の指定の取消しに関する事項の審査

令和８年度の主な審議事項 各審議事項について、案件が発生した時点で随時開催します。

審議スケジュール（予定）
身体障害者の障害程度の審査　月１回程度
法に規定する医師の指定及び指定の取消しに関する事項　月１回程度
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障害福祉専門分科会（第二審査部会） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

所管課 健康福祉部　福祉事務所　障害支援課

審議事項
　育成医療及び更生医療を担当する医療機関の指定並びに、指定内容の変更及び指定の取消し
に関する事項の審査

令和８年度の主な審議事項 各審議事項について、案件が発生した時点で随時開催します。

審議スケジュール（予定） 月１回程度
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民生委員審査専門分科会 

 

 

 

 

 

所管課 健康福祉部　健康福祉政策課

審議事項 民生委員・児童委員及び主任児童委員の適否に関する事項の調査審議

令和８年度の主な審議事項

・民生委員・児童委員及び主任児童委員の適否に関する審査
　
　枚方市長から厚生労働大臣に対して、民生委員・児童委員及び主任児童委員候補者の推薦を
行う際に、枚方市民生委員審査専門分科会のご意見を聴くものです。また、職務上の義務に違
反したこと等を理由に、民生委員・児童委員及び主任児童委員を解嘱させる際に、本分科会の
同意を求めるものです。

審議スケジュール（予定）
令和８・９年度　　年間３回（６月、10月、２月頃を予定）
令和10年度　　　  年間２回（９月、２月頃を予定）
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高齢者福祉専門分科会 

 

 

  

所管課 健康福祉部　健康福祉政策課

審議事項 高齢者の福祉に関する事項

令和８年度の主な審議事項

・高齢者保健福祉計画の策定に関する審議
　老人福祉法に基づく老人福祉計画と、介護保険法に基づく介護保険事業計画を一体的に策定
した「ひらかた高齢者保健福祉計画21（第９期）」が令和８年度に終了することに伴い、介護
保険サービスの利用見込みや高齢者施策の方向性を定める、令和９年度～11年度を計画期間と
する「ひらかた高齢者保健福祉計画21（第10期）」の策定に関して審議いただきます。
　なお、次期計画より、共生社会の実現を推進するための認知症基本法に基づく認知症施策推
進計画を包含して策定するため、あわせて審議いただきます。

審議スケジュール（予定） 令和８年度      ４回程度
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児童福祉専門分科会 

 

 

 

所管課 子ども未来部　子ども青少年政策課

審議事項
児童福祉に関する事項
母子家庭等の福祉に関する事項

令和８年度の主な審議事項

　令和７年３月に策定いたしました「枚方市子ども・若者総合計画」において取り組む事業の
うち、ひとり親家庭等の自立支援等に係る主な事業の令和７年度の進捗状況について、ご意見
をいただく予定です。
　また、その他、児童の福祉等に係りご審議いただきたい事項について、案件が発生した時点
で随時開催します。

審議スケジュール（予定） 令和８～１０年度　各年度１～２回程度
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児童福祉専門分科会 

（母子・父子福祉審査部会） 

 

 

 

 

所管課 子ども未来部　まるっとこどもセンター

審議事項 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付に関する事項

令和８年度の主な審議事項
　母子及び父子並びに寡婦福祉法及び同法施行令により定められた12種類の資金のうち、事業
開始資金や住宅資金など一部の資金について、各委員の専門的見地から貸付の可否等に係るご
意見をいただきます。

審議スケジュール（予定）
母子父子福祉審査部会における審査対象に該当する資金の貸付申請があった場合に開催しま
す。
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児童福祉専門分科会 

（児童福祉施設認可審査部会） 

 

 

 

 

 

所管課 子ども未来部　私立保育幼稚園課

審議事項

　児童福祉法の規定に基づく保育所など、児童福祉施設等の設置及び事業の認可、廃止につい
ての審査を行います。
　また、同法に基づき乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施に伴う認可につい
て、意見を聴取します。

令和８年度の主な審議事項

　保育所や幼稚園から幼保連携型認定こども園に移行する施設等について、認可基準に適合し
ているか等の審議をおこなうものです。
　また、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）の実施に伴う認可について、意見を聴
取します。

審議スケジュール（予定） 毎年度２回程度（８月頃及び２月頃）
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児童福祉専門分科会 

（保育所等における虐待及び重大事故等検証審査部会） 

 

 

 

所管課 子ども未来部　私立保育幼稚園課

審議事項

・特定教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業（就学前児を対象とした事業に限る）等に
　おいて本市で発生した事故のうち、死亡事故や重大事故として国への報告が必要となる事例
　の中で、市長が重大であると認めるものの再発防止対策を検証
・保育所等の職員による虐待に関する報告を受けて講じた措置等に対する意見を行うこと

令和８年度の主な審議事項 　各審議事項について、案件が発生した時点で随時開催します。

審議スケジュール（予定）
令和８～10年度　各年度０回～５回程度
※審査会に諮るべき重大事故事案が発生した場合及び、虐待に関する事実確認や保育所等への
指導等の措置を講じた場合に開催します。


